
政令１６７条の２第１項第３号及び第４号の規定による随意契約の事後公表について

公益社団法人荒川区シルバー人材センターからの役務の提供を受ける契約

Ｎｏ． 契　約　件　名 契約内容 契約相手方の決定方法及び選定基準 契約締結日 担当課名

1
あらかわ区報等封入・広報スタンド清掃
及び配付委託

駅、コンビニエンスストア、公衆浴場等
への区報の配布・封入作業及びスタン
ド清掃等の業務を行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 広報課

2
旧道灌山中学校清掃及び見回り業務委
託

落ち葉やごみの清掃、雑草等の処理、
違法駐輪への対応（張り紙や移動等）、
不法投棄（粗大ごみやリサイクルごみ）
の有無の確認の業務を行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 経理課

3
令和6年度区営掲示板ポスター掲示業
務委託

区営掲示板へのポスター掲示・張替作
業等の業務を行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 区民課

4
西新井橋野球場駐車場利用者確認業務
委託

西新井橋野球場駐車場における誘導、
案内等の業務を行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 スポーツ振興課

5 少年運動場駐車場利用者確認業務委託
少年運動場駐車場における誘導、案内
等の業務を行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 スポーツ振興課

令和6年度　（令和6年4月～令和7年3月）
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6 東尾久運動場受付管理業務委託
東尾久運動場の管理、貸出等の業務
を行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 スポーツ振興課

7 区民運動場受付管理業務委託
区民運動場の管理、貸出等の業務を
行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 スポーツ振興課

8 産業情報紙配付業務委託

毎月発行される産業ニュースを区が配
布する配布先名簿をもとに、区内の金
融機関・商店街・公衆浴場等に配布す
る業務を行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 産業振興課

9
がん検診のお知らせ及び採便容器等封
入委託

がん検診のお知らせ及び大腸がん検
診採便容器の封入作業の業務を行うも
の。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 保健予防課

10 児童下校時見守り業務委託
　区立小学校児童の通学路等に児童を
見守る業務員を配置し、下校中の安全
を確保する業務を行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 教育総務課
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11
放課後子ども教室児童見守り推進業務
委託

学校休校日及び放課後子どもプラン事
業実施時間の児童の安全確保のた
め、児童の登下校時の見守りや来校者
への対応等を行う業務を行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 児童青少年課

12
放課後子ども教室及び学童クラブ利用
児童帰宅時見守り確認業務委託

放課後子どもプラン利用児童の帰宅時
の安全確保のため、集団帰宅時の随
行等、見守り業務を行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 児童青少年課

13
学童クラブ利用児童帰宅時見守り確認
業務委託

学童クラブ利用児童の帰宅時の安全
確保のため、地域内の見守り等の業務
を行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 児童青少年課

14 保育園見守り確認業務委託
保育園及び周辺の安全確保を図るた
め、園児及び保護者の帰宅時に、安全
推進員を配置する業務を行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 保育課

15 自転車等放置防止・指導啓発業務委託
駅周辺等で自転車等の利用者に対し
放置防止の呼びかけや放置自転車等
の整理の業務を行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 施設管理課
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16 自転車置場整理業務委託
自転車置場及びその周辺において、自
転車の利用者に対し誘導や駐輪自転
車の整理等の業務を行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 施設管理課

17 公園・児童遊園・広場見回り業務委託
防犯等を目的として、夕方の時間帯に
公園・児童遊園等の巡回パトロールの
業務を行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 土木管理課

18
公園キャッチボールコーナー・広場門扉
開錠施錠業務委託

公園内キャッチボール場の適正な利用
等を図るため、施錠及び開錠を行う業
務を行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 土木管理課

19 学校夜間管理業務委託
区立小中学校に夜間管理員を配置し、
来校者の応対及び学校施設の管理業
務等を行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 教育総務課

20 児童通学案内業務委託

区立小学校児童の登下校時に、通学
路における児童の交通安全の確保の
ために、交通誘導整理及び交通安全の
指導の業務を行うもの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第４
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 教育総務課
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21 児童見守り推進業務委託

区立小学校の出入口等に児童安全推
進員を配置し、児童登下校時の監視及
び来校者への対応など、学校及び区立
こども園の安全を確保する業務を行う
もの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 教育総務課

22 あらかわ区議会だより配付委託

あらかわ区議会だよりについて、駅スタ
ンド、公衆浴場等への配付及び区内在
住で新聞未購読の希望者に対するポ
スティングによる個別配付の業務を行う
もの。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号の規定によるシルバー人材センター・シル
バー人材センター連合・母子福祉団体である
こと。
・徴取した見積書が予定価格の範囲内である
こと。

令和6年4月1日 議会事務局
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